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【国の方針】（令和6年3月28日付け厚生労働省医政局長通知の内容）

○ 構想区域によっては、「病床機能報告上の病床数」と「将来の病床数の必要量」との間に大き
な差異が残っている区域があるため、当該差異について構想区域ごとに確認・分析を行った上で
地域の実情に応じた取組を進めていく必要。

○ 厚生労働省がR6年度前半に都道府県あたり１～２か所の推進区域(仮称)及び当該推進区域(仮
称)のうち全国に10～20か所程度のモデル推進区域(仮称)を設定し、モデル推進区域（仮称）に
おいては、伴走支援を実施。

○ 都道府県は、R6年度に推進区域（仮称）の地域医療構想調整会議で協議を行い、当該区域にお
ける医療提供体制上の課題、当該課題の解決に向けた方向性及び具体的な取組内容を含む推進区
域対応方針（仮称）を策定し、R7年度に推進区域対応方針に基づく取組を実施。

○ 医療機関は、R6年度及びR7年度に、県が策定した推進区域対応方針（仮称）に基づき、各医療
機関の対応方針について改めて必要な検証・見直しを行う。

① 合計病床数の必要量との差異が特に生じている
区域
② 機能別病床数の必要量との差異が特に生じてい
る区域
③ 令和５年９月末調査において再検証対象医療機
関における対応状況が未検証の医療機関がある
区域
④ その他医療提供体制上の課題があって重点的
な支援の必要性があると考えられる区域

推進区域（仮称）※各県1～2か所

国が必要に応じ以下の支援を実施

（例）
①地域の医療事情に関するデータ分析
②議論の場、講演会等への国職員の出席
③都道府県コンシェルジュ（ワンストップ窓口）の設置
④構想区域の課題把握
⑤分析結果を踏まえた取組の検討に関する支援
⑥区域対応方針の作成支援 等

※③～⑥は重点支援区域における支援では実施していな
い支援策

モデル推進区域（仮称）※全国で10～20か所

推進区域
の中から
設定

第９回熊本県地域医療構想
調整会議（令和６年６月５日）資料１



熊本県における２０２５年に向けた地域医療構想の進め方

10

【国から示された推進区域（仮称）候補】

① 合計病床数の必要量との差異が特に生じている区域（必要量との差異が全国上位150区域に該当）
⇒ 宇城区域を除く県内９区域

② 機能別病床数の必要量との差異が特に生じている区域（必要量との差異が全国上位100区域に該当）
⇒ 熊本・上益城区域（回復期が不足）、八代区域（急性期が過剰）

③ 令和５年９月末調査において再検証対象医療機関における対応状況が未検証の
医療機関がある区域
⇒ 該当なし

④ その他医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性があると考えられる区域
⇒ 該当なし

上記①～④の候補区域のうち、１～２区域を推進区域として設定。

【熊本県が設定に合意する推進区域】

○ 回復期が特に不足する熊本・上益城区域を推進区域(仮称)とする(八代区域は合意しない。)
（理由）
熊本県地域医療構想（H29.3策定）では、病床の必要量を「限られた医療資源をいかに効率的に活
用し、不足する機能を充足させていくかを中心に、医療・介護関係者、行政関係者、県民等が地域
のサービス提供体制等を検討するための材料」としており、回復期の不足により②に該当している
熊本・上益城区域における協議は、地域医療構想の更なる推進に資するため

○ なお、モデル推進区域としての設定は求めず、今後、協議を進める中で国による支援
が必要との意見があった場合、重点支援区域の申請等を検討することとする。

第９回熊本県地域医療構想
調整会議（令和６年６月５日）資料１



宇城区域、有明区域、鹿本区域、菊池区域、

阿蘇区域、八代区域、芦北区域、球磨区域、天草区域

県内の構想区域（１０区域）

熊本県における２０２５年に向けた地域医療構想の進め方
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(１) 熊本・上益城区域を推進区域（仮称）とし、地域医療構想調整会議で協議を行い、R6年
度中に推進区域対応方針（仮称）を策定し、R7年度に医療機関の対応方針について必要な
見直しを行う。
なお、区域対応方針の策定にあたっては、2025年のみならず、2040年も見据え、検討を

行う。
(２) 2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の策定に向けた体制整備を図るため、令和6年

度から国庫補助事業等を活用しつつ、地域の実情を踏まえたデータ分析に取組む。

熊本県における2025年（R7年）までの具体的な取組み（案）

熊本・上益城区域

推進区域（仮称）

モデル推進区域（仮称）

［県内の各構想区域における取組みのイメージ］

地域の実情を踏まえた
データ分析

推進区域対応方針（仮称）策定
医療機関の対応方針見直し※

※全ての医療機関を一律に見直すのではなく、区域対応方針（仮称）及び地域の実情を踏まえ必要な見直しを行う

第９回熊本県地域医療構想
調整会議（令和６年６月５日）資料１



12

・ 地域の実情を踏まえたデータ分析について



地域の実情を踏まえたデータ分析
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【背景】
・ 2024年からの第８次医療計画、2025年に向けた地域医療構想の実現のため、地域の課題に
応じたデータ分析が重要であるが、その分析体制は十分とは言えない。

・熊本県においては、都市部と地方での高齢化・人口減少や医療資源の差、平成２８年熊本地
震・令和２年７月豪雨の影響、公的病院等の再編（天草・阿蘇の２つの重点支援区域を含
む）、複数の県との患者流出入、TSMC進出により人口動態の変化が予想されるなどの特有
の課題がある。

・また、地域医療構想策定時には想定されてなかった、2020年からの新型コロナウイルス感
染症の流行が地域医療へ与えた影響の評価は十分に行われていない。

【目的】
・熊本県の課題を十分に反映した医療提供体制の課題に対するデータ分析体制の構築及び分析
の実践により、2025年以降の次期地域医療構想策定を見据えたデータの見える化等や第８次
熊本県保健医療計画の円滑な施行を図る。
※厚生労働省「地域医療提供体制データ分析チーム構築支援事業」に採択

県、地域医療構想アドバイザー、医療関係者の協力が必要

【熊本県の課題】

１．熊本・上益城構想区域とそれ以外の構想区域で課題が大きく異なる
（＝都市型） （＝地方型）

➣大病院が集中、熊本県全体の半分の医療は熊本・上益城医療圏で行われている
➣医療資源、特に医師は都市部に集中し、地域では医師の高齢化や看護師不足が問題
➣高齢化、人口減少のスピードの違い。TSMCの進出による人口動態の変化
２．公的病院等の再編統合 ３．県境の医療（福岡、大分、宮崎、鹿児島県）
４．新型コロナウイルス感染症の影響

第９回熊本県地域医療構想

調整会議（令和６年６月５日）資料１
※一部改



・事業全体の運営、進捗管理
・県地域医療構想調整会議の開催
・データ収集
・データ分析項目の検討（県全体）
・県民への周知

【メンバー】
（総括）井戸主幹
（企画・運営）立花参事
（病床・外来機能報告）村川主事、鶴主事

熊本県医療政策課

・地域医療構想調整会議への参加
・DPCデータ等の提供

医療機関、関係団体

・各構想区域におけるデータ分析項目の検討
・各構想区域の地域医療構想調整会議の開催

各保健所

・データ分析及び分析結果の解説
・分析結果に係る会議資料の提供
・県、保健所に対する助言

【メンバー】
・桑木アドバイザー（久留米大学医学部）
・谷原主任教授（久留米大学医学部）
・渡邉医師（久留米大学医学部）

熊本県地域医療構想アドバイザー
を中心とした分析チーム

データ分析チーム（コアメンバー）

地域医療構想調整会議

○データ分析結果を踏まえ、これまでの地域医療構想の取組みを検証

連携

データ提供

分析に係る助言
分析結果の提供
（解説含む）

分析資料の提供

データ提供、
分析項目の要望

分析結果の解説・助言課題の抽出、
データ提供
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地域の実情を踏まえたデータ分析 第９回熊本県地域医療構想

調整会議（令和６年６月５日）資料１
※一部改



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 2040

慢性期 回復期 急性期 高度急性期
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熊本
全国

熊本地震
医師の時間外労働時間上限規制

・・・

30.8千床

25.6千床

TSMCの進出

分析の
視 点

2040年
を見据えた
新たな構想

２つの災害や新型コロナの流行の受療動向等への影響

医師の時間外労働時間上限規制の医師確保への影響

TSMC進出の人口動態への影響

県及び
各構想区域の
見える化

新型コロナの流行

(注)

（注）令和４年度病床機能報告に基づく2025年の病床数（見込）。厚生労働省令の算定式に基づく2025年の病床数の必要量は21.0千床

25.7千床

R2.７月豪雨

地域の実情を踏まえたデータ分析 第９回熊本県地域医療構想

調整会議（令和６年６月５日）資料１
※一部改



【令和６年度の具体的な取組み内容（予定）】
（１）地域医療構想のこれまでの評価と2040年を見据えた分析
①地域医療構想策定から現在までの分析・評価
・病床機能報告をもとに機能別の病床数の推移を分析
（診療報酬の算定状況等により機能別病床数の補正を行うなど）
・新型コロナウイルス感染症の影響分析（コロナ禍で診療実績が減少した分野の分析）
②2040年を見据えた分析
・「日本の地域別将来人口（令和５年推計）」をもとにした、各市町村単位での将来的な医療
ニーズの把握
・TSMCの進出により一部の地域では生産年齢人口の増加等の影響を加味

（２）第８次熊本県保健医療計画に関連する事項の分析
・５疾病６事業の分析（例︓DPCデータによるがん診療分析 など）
・外来医療に関する分析（例︓地域における診療科の偏在状況 など）
※分析対象によってDPCデータ（急性期中心）、KDBデータ（回復期・慢性期中心）を活用

（３）医師の働き方改革に関連する事項の分析
・医療従事者の評価（医師の時間外労働上限規制の影響分析 など）

◎上記内容を基に地域医療構想調整会議で協議の上、分析項目等を決定

データ分析で得られた結果は、地域医療構想調整会議に報告・協議するとともに、県HPで
データを公表するなどし、地域医療の見える化につなげる。
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地域の実情を踏まえたデータ分析 第９回熊本県地域医療構想

調整会議（令和６年６月５日）資料１
※一部改
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芦北構想区域におけるデータ分析の進め方（案）

○ 令和６年度においては、以下の項目についてデータ分析を実施。
○ 本日の協議結果を踏まえ、追加的なデータ分析についても検討。

分析項目（案） 主な内容 主な使用データ

機能別病床数の推移に関
する分析

入院料の算定状況を勘案
し、機能別病床数を再集計

病床機能報告

2040年を見据えた医療需
要の推計

最新の人口推計に基づき、
市町村単位で将来の医療
需要を推計

日本の地域別将来人口
（令和５年推計）

新型コロナ流行の影響に
関する分析

新型コロナ流行前後におけ
る入院・外来患者数等の比
較分析等

病院報告、DPCデータ等

第８次保健医療計画に関
連する事項の分析

医療機関所在地ごとの外
来診療科数、救急告示病
院以外における救急患者
数の分析等

外来機能報告等

医師の働き方改革に関連
する事項の分析

夜間の医師の勤務体制等
について、令和６年３月時
点と和６年４月以降の状況
を比較分析等

個別調査を実施
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スケジュール

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

地域医療
構想

調整会議

※調整会議については病床機能
再編支援給付金に関する書面協
議をする場合あり（11月頃）

県

桑木アド
バイザー

四半期
会議名

分析の進め方
について協議

調
整
会
議

分析結果の報告

8/20
（第13回）

2月頃
（第15回）

調
整
会
議

データ収集（継続実施）

データ分析
分析結果
の解説

※データ収集に時間を要するものや分析に時間を要するものは、令和７年度にかけて継続的にデータ収集・分析を実施


